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ま え が き 

本市では、昭和３７年２月に市民が一丸となって交通安全を実現するため、「交通安全都

市」を宣言するとともに、この宣言の趣旨を踏まえ、市、警察、交通安全関係団体等によ

る「相模原市交通安全都市推進協議会」（現「相模原市安全・安心まちづくり推進協議会」）

を設立しました。 

こうした中、市内における交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、交通安全

対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）に基づき、昭和４６年以降、これまで９次にわ

たり相模原市交通安全計画を策定し、関係機関・団体等と連携を図りながら、様々な交通

安全対策を実施してまいりました。 

その結果、市内の交通事故発生件数及び負傷者数については、平成２２年に１０年ぶり

に増加へと転じたものの、平成１２年をピークに確実に減少してきており、これは、関係

機関・団体等とともに、市民のみなさんが一体となって長年にわたる交通事故の防止に取

り組んだ成果であり、交通事故対策には一定の効果があったと考えております。 

 しかしながら、交通事故による死傷者数は未だに３千人を超えており、更に事故を減少

させることが求められております。また、本市の交通事故の特徴として、高齢者の人口増

加に伴う高齢運転者が関係する事故や自転車が関わる事故の割合が高い状態にあり、運転

マナーやモラルの低下などから、今後も交通事故が増加する可能性も否定できないものと

考えられます。 

 このような情勢の中、交通事故の防止は、関係機関・団体等だけでなく、市民一人ひと

りが自らの問題として捉え、取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり、人命

尊重の理念の下に、交通事故のない安全な交通社会の構築に向け、総合的かつ長期的な視

点に立って交通安全対策に係る施策を市民の理解と協力の下に推進していかなければなり

ません。 

このたび策定しました「第１０次相模原市交通安全計画」は、「新・相模原市総合計画」

の部門別計画に位置付けられ、国の「第１０次交通安全基本計画」及び県の「第１０次神

奈川県交通安全計画」を踏まえ、平成２８年度から平成３２年度までの５年間に本市が講

ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。特に、今期の計画ではこれまでの

課題であった自転車交通事故対策に加え、高齢者の交通事故対策を重点取組事項として位

置付けております。今後、関係機関・団体等と緊密な連携を図りながら、交通安全に関す

る施策を効果的・積極的に推進し、市民の安全・安心の確保に努めてまいります。 

 

注1 本文中の交通事故発生件数等については、平成１８年３月２０日の相模原市、津久井 

町及び相模湖町の合併並びに平成１９年３月１１日の相模原市、城山町及び藤野町の 

合併により、旧４町の件数を加えて記述しています。 

注2 本文中の２４時間死者数及び死者数については、交通事故によって、事故発生後２４ 

時間以内に死亡した者の数をいいます。 

注3 本計画は５年間の年度計画ですが、統計数値は神奈川県警察本部が公表している暦年 

数値を使用しており、目標についても暦年数値で設定しています。 
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第１章 交通事故の現状及び第９次相模原市交通安全計画の達成状況 

 

第１節 交通事故の現状 

 

本市の交通事故の概況については、第１次相模原市交通安全計画がスター

トした昭和４６年頃は、事故件数、死者数、負傷者数ともに第一次のピーク

であったが、その後、死者数については増減を繰り返しながら徐々に減少し

てきている。また、事故件数及び負傷者数については一時減少したものの、

平成元年頃から増加に転じ、平成１２年には、過去最高の６，２０２件、   

７，４３７人となった。その後は減少傾向にあり、平成２２年には１０年ぶ

りに増加に転じたものの、平成２３年以降、減少傾向が続いている。 

 

１ 交通事故の推移 

（１）事故件数 

事故件数は、平成２２年に、前年を４．９％上回る４，１０６件と

なったが、それ以降、減少が続いており、平成２７年には、２，７８７

件となっている。 

平成
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平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

市交通事故件数 4,9644,7413,9803,9144,106 3,6023,4953,2412,9662,787

対前年増減率 -7.9 -4.5 -16.1 -1.7 4.9 -12.3 -3.0 -7.3 -8.5 -6.0
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（２）死者数 

市内の交通事故による死者数は、平成１７年の２３人以降、平成１８

年からの１０年間は、２０人以下で推移し、特に、平成２５年には、

過去最少の７人にまで減少している。 

 

出典:神奈川県警察提供資料より作成 

交通事故件数の推移 
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しかし、翌年の平成２６年は、交通事故死者数が１６人となり、警

察・交通安全関係団体等と青パトカー（青色回転灯装備車両）による

巡回やキャンペーン等による啓発活動など特別対策を実施した。 

（３）負傷者数 

負傷者数についても、事故件数と同様の傾向であり、平成２２年に、

前年を５．４％上回る４，８２６人となったが、それ以降、減少が続

いており、平成２７年には、３，２８８件となっている。 
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平成

27年

市負傷者数 5,9615,6984,7504,5804,8264,2404,1233,7953,4973,288

対前年増減率 -6.8 -4.4 -16.6 -3.6 5.4 -12.1 -2.8 -8.0 -7.9 -6.0
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市交通事故死者数 12 18 19 12 13 11 17 7 16 11

対前年増減数 -11 6 1 -7 1 -2 6 -10 9 -5
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出典:神奈川県警察提供資料より作成 

出典:神奈川県警察提供資料より作成 

交通事故死者数の推移 

交通事故負傷者数の推移 
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（４）自転車の交通事故件数 

自転車が関係する交通事故件数については、全交通事故件数の減少

とともに、減少傾向となっている。過去１０年間では、平成１８年に

１，４９２件であったものが、平成２７年には８７４件となり、４１．４

％減少している。 

しかしながら、自転車事故の件数は減少してきているものの、全交

通事故件数に占める自転車事故の割合は、平成１８年の３０．１％か

ら、平成２７年の３１．４％と高い水準で横ばい状態にある。 

また、近年、自転車が加害者となり、多額の損害賠償を求められる

ケースがあり、こうした自転車が第１当事者となる事故の割合が平成

２２年には１７．０％であったものが、平成２７年には２３．３％と

なっており、自転車が加害者となる事故件数の割合は、増加傾向にあ

る。 
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平成
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23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

市全交通事故件数 4,9644,7413,9803,9144,1063,6023,4953,2412,9662,787

市自転車事故件数（内数） 1,4921,5201,2981,3181,3861,1881,1551,019 875 874

市構成率 30.1 32.1 32.6 33.7 33.8 33.0 33.0 31.4 29.5 31.4

県構成率 21.4 22.3 23.6 24.0 23.8 24.4 23.2 23.0 22.7 21.8
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％件

（５）高齢者の交通事故件数 

６５歳以上の高齢者が関係する交通事故件数は横ばい状態にあるが、

全交通事故件数は減少傾向にあるため、高齢者が関係する交通事故件

数が全交通事故件数に占める割合は、年々増加しており、平成１８年

には、１９．３％であったものが、平成２７年には、３２．０％とな

っている。 

また、高齢者の交通事故による死者数が交通事故死者数に占める割

合も、平成２２年、平成２５年は半数を超え、人口構成と比較しても

非常に高い割合を占める状況が続いている。 

※ 1 

出典:神奈川県警察提供資料より作成 

自転車事故件数の推移 
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25年
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27年

市全交通事故件数 4,9644,7413,9803,9144,1063,6023,4953,2412,9662,787

市高齢者事故件数（内数） 960 987 890 957 992 879 900 891 820 893

市構成率 19.3 20.8 22.4 24.5 24.2 24.4 25.8 27.5 27.6 32.0

県構成率 19.4 20.9 22.5 24.0 24.4 24.9 26.2 28.3 29.3 30.6
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平成
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平成

25年

平成

26年

平成

27年

市交通事故死者数 12 18 19 12 13 11 17 7 16 11

市高齢者死者数（内数） 4 5 9 5 7 5 5 4 7 5

市構成率 33.3 27.8 47.4 41.7 53.8 45.5 29.4 57.1 43.8 45.5

県構成率 31.3 29.1 32.8 36.9 39.6 30.0 33.0 41.7 35.7 39.3
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25年

平成

26年

平成

27年

市高齢者人口1万人

当たりの交通事故件数
103 92 74 75 74 63 63 59 52 54

県高齢者人口1万人

当たりの交通事故件数
71 67 62 60 57 53 52 49 44 41

市対前年増減率（％） 4.1 -12.6 -6.2 -0.8 -14.6 -1.3 1.6 -19.8 -10.5 -3.1
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出典:神奈川県警察提供資料 

出典:神奈川県警察提供資料より作成 

出典:神奈川県警察提供資料より作成 

神奈川県統計センター資料より作成 

高齢者交通事故件数の推移 

高齢者死者数の推移 

高齢者人口1万人当たりの交通事故件数の推移 
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２ 交通事故の特徴（平成２７年） 

市内の交通事故について平成２７年中の発生状況を見ると、次のよう

な特徴及び傾向が伺える。 

（１）年齢別 

年齢別の死傷者数では、２０歳から３９歳までが１，１６７人で、

全死傷者数の３５．４％を占めており、人口構成率（２５．２％）と

比べても高い割合となっている。 

また、１６歳から１９歳までが２０８人となっており、全死傷者数

の６．３％であるが、人口構成率が３．８％であることを考慮すると、

比較的高い割合を示している。 

６５歳以上の高齢者については、死傷者数では、４７９人となって

おり、全死傷者数の１４．５％ではあるが、死者数が５人で、全死者

数に対し４５．５％と高い割合となっている。 

 

（２）時間帯別 

時間帯別では、午前６時から午後６時までの昼間の時間帯の事故件

数が２，０７２件で全交通事故件数の７４．３％を占めており、特に

午前８時から午前１０時までと午後４時から午後６時までの４時間の

事故件数が８１９件で、全交通事故件数の２９.４％を占めていること

から、通勤通学の時間帯に多くの事故が発生していることが示されて

いる。 

また、死者数については、午前６時から午後６時までの昼間の時間

帯が７人で、午後６時から翌日の午前６時までの夜間の時間帯が４人

となっているが、午前０時から午前４時までの交通事故件数が５８件

で、全交通事故件数の２．１％と少ないものの、死者数が２人で全交

通事故死者数の１８．２％を占めており、この時間帯の死亡事故の割

合が高くなっている。 

 

（３）路線別 

路線別では、国道及び県道の交通事故件数が１，００８件で全交通

事故件数の３６．２％、死者数は、国道で２人、県道で２人となって

いる。 

また、市道等における交通事故件数は１，７７９件で全交通事故件

数の６３．８％、死者数は７人となっており、幹線道路よりも生活道

路での事故が多い状況が分かる。 
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（４）種類別等 

種類別では、自転車が関係する交通事故件数が８７４件で、全交通

事故の３１．４％、二輪車が関係する交通事故が５８２件で、全交通

事故の２０．９％となっている。 

また、類型別では、車両相互の交通事故件数が、２，３７６件で全

交通事故件数の８５．３％となっており、特に、追突、出合い頭や右

左折時などにおける交通事故が多くなっている。人対車両の交通事故

件数は、３７８件で全交通事故件数の１３．６％ではあるが、死者数

が３人で全交通事故死者数の２７．３％となっている。 

 

第２節 第９次相模原市交通安全計画の達成状況 

 

１ 計画目標に対する実数値 

平成２３年度から平成２７年度までの第９次相模原市交通安全計画で

は、目標として、 

①平成２７年までに全交通事故件数を３，４５０件以下に減少させる。 

②平成２７年までに自転車の交通事故件数を１，１００件以下に減少    

させる。 

③年間の２４時間死者数を１０人以下とする。 

の３つを掲げた。 

年間の２４時間死者数については、平成２５年のみしか達成に至らな

かったものの、全交通事故件数及び自転車交通事故件数については、い

ずれも大幅に目標を達成することができた。 

項目 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年
目標の 

達成状況 

全交通 

事故 

発生件数 

4,106件 3,602件 3,495件 3,241件 2,966件 2,787件 

目標値

3,450件 

達成 

自転車の 

交通事故 

発生件数 

1,386件 1,188件 1,155件 1,019件 875件 874件 

目標値

1,100件 

達成 

死者数 13人 11人 17人 7人 16人 11人 

目標値 

10人以下 

平成25年

のみ達成 

   出典:神奈川県警察提供資料より作成 



7 

 

２ 計画期間中の５年間を振り返って 

第９次相模原市交通安全計画期間中の５年間の取組事項としては、自

治会、交通安全関係団体、警察等と連携し、春や夏など各季における交

通安全運動のほか、５月の九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間や

１２月の飲酒運転根絶強化月間など、各種キャンペーンでの啓発活動を

実施し、市民総ぐるみによる安全・安心なまちづくり活動を展開した。 

また、市内での自転車事故が多いことから、自転車事故の減少やマナ

ー向上を図るため、自転車マナーアップ呼び掛け隊、スケアード・スト

レイト事業、自転車シミュレーターの活用など、各種啓発事業を実施し

た。 

このほか、防犯交通安全指導員による交通安全教室では、幼児や小学

校低学年への歩行実技、小学校３年生以上を対象にした自転車実技講習、

中・高校生に対しては、高額賠償を事例とした加害者としての事故につ

いて、また、自治会や老人会等では高齢者向けに加齢に伴う身体機能の

変化における注意点など、各世代における内容で教室を実施した。 

国の分析によると、近年の道路交通事故の発生件数、死者数、負傷者

数が減少していることから、これまでの対策には一定の効果があったも

のの、交通事故死者数の減少幅は縮小傾向にある中で、平成２７年は  

１５年ぶりに死者数が増加するなど、死者数が減りにくい状況となって

いる。その背景としては、 

①高齢者人口の増加 

②シートベルト着用者率等の頭打ち 

③飲酒運転による交通事故件数の下げ止まり 

を挙げており、特にますます高齢化が進行していく中、今後も一層の高

齢者対策が必要な状況と考えられている。 

また、近年は、安全不確認、脇見運転等の安全運転義務違反に起因す

る死亡事故が依然として多く、相対的にその割合は高くなっており、ス

マートフォン等の普及に伴い、運転中や歩行中、自転車乗車中の操作に

よる危険性も指摘されている。 

本市では、平成２３年の交通事故件数が３，６０２件であったものが、

平成２７年には２，７８７件まで減少したが、道路交通環境の整備、交

通安全思想の普及啓発等の交通安全に係る諸施策が効果を発揮したこと、

車両の安全性の向上、関係機関・団体等との連携による啓発活動など、

様々な要因により減少したものと考えられる。 

また、第９次相模原市交通安全計画の目標は、死者数について、目標

が未達成となっている年があるものの、全交通事故件数や自転車の交通

事故件数について目標を大きく超える結果となり、関係機関・団体等と

※2 
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の連携・協力により、交通事故件数等が減少したと考える。 

しかしながら、全交通事故件数に占める自転車の交通事故件数の割合、

高齢者人口１万人当たりの交通事故件数など、県内水準に比して高い項

目もあり、交通事故のない社会を実現することが究極目標であることを

踏まえると様々な取組を今後も実施していく必要がある。 

このことから、第１０次相模原市交通安全計画では、引き続き、自転

車事故対策に重点を置くほか、高齢者事故対策の推進についても、あわ

せて重点取組事項として計画に掲げていく。 

  



9 

 

第２章 計画における目標等 

 

第１節 計画の位置付け及び計画期間 

 

第１０次相模原市交通安全計画は、交通安全対策基本法（昭和４５年法律

第１１０号）に基づき策定する交通安全計画で、国が策定した第１０次交通

安全基本計画及び神奈川県が策定した第１０次神奈川県交通安全計画に基づ

き、本市が講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めるものである。 

また、本計画は、新・相模原市総合計画の部門別計画に位置付けられてお

り、その他本市の行政計画等と整合を図り策定している。 

なお、計画期間については、平成２８年度から平成３２年度までの５年間

とする。 

 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 第１０次交通安全基本計画 

県 第１０次神奈川県交通安全計画 

市 第１０次相模原市交通安全計画 

新・相模原市総合計画 

部門別計画 

交通安全対策基本法 
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 第２節 計画の基本的な考え方 

 

交通事故による被害者は後を絶たず、交通事故がもたらす社会的・経済的

な損失も計り知れないものがあり、また、交通安全は、人命尊重の理念の下、

安全で安心な市民生活を構築するためには欠くことのできない大切な要素と

なっている。そのため、本計画では「交通事故のない社会」という究極目標

を目指して、交通安全対策に積極的な取組を行う。また、子どもや高齢者等

の交通弱者を思いやり、「人優先｣の交通安全思想を基本とした各種施策を推

進する。 

まず、歩行者や自転車利用者等の「人」に対しては、交通安全意識の高揚

を図るため、交通ルールの遵守や交通マナーの向上への啓発活動、幼児から

高齢者に至る各ライフステージに応じた交通安全教育の普及啓発活動等を充

実させる。 

次に、「交通環境」面では、機能分担された道路網の整備、交通安全施設等

の整備、交通に関する情報の提供の充実等を図り、特に、通学路、生活道路

等において、人優先の交通安全対策の更なる推進を図ることが重要である。 

 そして、交通安全対策をより効果的に推進していくためには、関係機関・

団体等が緊密な連携を図るとともに、市民の主体的な参加が最も大切であり、

市民との協働による交通安全推進体制に基づき、交通安全活動を総合的かつ

効果的に推進する。 

  

第３節 計画の目標 

  

 交通安全対策における究極の目標は、「交通事故のない社会」の実現である

が、そこに至るまでの中期的な目標として、本計画期間においては、国の第

１０次交通安全基本計画及び神奈川県の第１０次神奈川県交通安全計画にお

ける目標を踏まえ、目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

１ 平成３２年までに２４時間死者数を２，５００人以下とし、 

世界一安全な道路交通を実現する。 

２ 平成３２年までに死傷者数を５０万人以下にする。 

【目標】 

  年間の２４時間死者数を１５０人以下とする。 

国 第１０次交通安全基本計画 

県 第１０次神奈川県交通安全計画 
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【目標】 

１ 平成３２年までに全交通事故件数を２，５２０件以下にする。 

（平成27年2,787件 ⇒ 平成32年2,520件以下へ） 

※ 新・相模原市総合計画の目標の考え方を準用し、平成27年2,787件

を基準値として、毎年2％減少させることを目標として設定した。 

※ 区別内訳 

緑区 中央区 南区 

(平成27年661件)⇒ 

６００件以下 

(平成27年1,172件)⇒ 

１，０６０件以下 

(平成27年954件)⇒ 

８６０件以下 

 

２ 平成３２年までに自転車の交通事故件数を６２０件以下にする。 

（平成27年874件 ⇒ 平成32年620件以下へ） 

※ 自転車が関係する交通事故件数の目標値は、神奈川県交通安全対策

協議会が指定する「自転車交通事故多発地域」の指定基準を踏まえ、

620件以下と設定した。 

  ※ 区別内訳（各区の交通事故件数の実態に基づき設定） 

緑区 中央区 南区 

(平成27年187件)⇒ 

１３５件以下 

(平成27年368件)⇒ 

２６０件以下 

(平成27年319件)⇒ 

２２５件以下 

    

 ３ 年間の高齢者人口１万人当たりの交通事故件数を５０件以下にする。 

（平成27年54件 ⇒ 毎年50件以下） 

※ 高齢者が関係する交通事故件数の目標値は、神奈川県交通安全対策 

協議会が指定する「高齢者交通事故多発地域」の指定基準を踏まえ、

高齢者人口1万人当たりの事故件数50件以下を目標として設定した。 

※ 区別内訳 

緑区 中央区 南区 

(平成27年54件)⇒ 

５０件以下 

(平成27年62件)⇒ 

５０件以下 

(平成27年46件)⇒ 

４６件以下 

                    *南区については、平成２７年実績値以下とした。 

 

 ４ 年間の２４時間死者数を１０人以下にする。 

（平成27年11人 ⇒ 毎年10人以下） 

※ 第９次相模原市交通安全計画の市の目標としても設定していたが、

平成２５年のみしか達成できなかったことから、引き続き目標として

設定した。 

市 第１０次相模原市交通安全計画 
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第４節 計画における重点取組 

 

本市の交通安全を考える中で、現在、重要な課題となっているのは自転車

及び高齢者が関係する交通事故対策についてである。 

自転車は、誰でも気軽に乗れる乗り物であり、日常生活においても利便性

に優れ、多くの市民の方が利用している。 

しかし、指定場所一時不停止、歩行者用道路での歩行者妨害など、自転車

の交通違反や危険な運転が行われている状況があり、自転車利用者のマナー

が悪いことなどが大きな問題となっている。特に、自転車利用者が加害者と

なるケースが増加傾向にあり、こうした事態への対策が求められている。 

また、自転車事故を減少させるためには、自転車利用者に対する交通ルー

ルやマナーの周知・啓発だけではなく、自転車通行に支障がある箇所などを

把握し、自転車通行環境の整備を図る必要がある。 

本市は、平成２７年中の自転車交通事故が全交通事故件数の３１．４％を

占めており、県内平均２１．８％を大きく上回っている状況にある。 

また、高齢者が関係する交通事故は、高齢運転者の増加や高齢者の社会参

加の機会の増大・活発化により、増加していることが考えられ、高齢者が関

係する事故を減少させるため、高齢者に対して、加齢による身体特性の変化

についての自覚を促すとともに、高齢運転者標識や反射材用品の装着により、

周囲が保護意識を高めることが求められている。 

全交通事故の件数が大幅に減少している中、高齢者が関係する交通事故件

数は横ばい状態にあり、全交通事故に占める高齢者が関係する交通事故が占

める割合は、平成１８年の１９．３％から平成２７年の３２．０％と１０年

間で急増しており深刻な状況となっている。  

こうしたことから、自転車の安全な利用及び高齢者の交通事故対策につい

て、一層の普及啓発活動及び環境の整備が求められており、次の取組を重点

的・積極的に進めていく。 

 

１ 自転車交通安全対策の施策 

（１）事故危険箇所対策等の推進 P.１７ 

（２）歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 P.１８ 

（３）自転車利用環境の整備 P.２０  

(４）公共交通関連施策の推進  P.２０ 

（５）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 P.２４ 

（６）交通安全市民運動の推進 P.２８ 

（７）自転車の安全利用の推進 P.２９  

（８）反射材用品等の普及促進 P.３１ 

※3 
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（９）交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 P.３２ 

  （10）自転車の安全性の確保 P.３３ 

（11）交通の指導・取締りの強化等 P.３４ 

 

２ 高齢者交通安全対策の施策 

(１) 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 P.１７ 

(２) 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 P.１８ 

(３) 高齢者に対する交通安全教育の推進 P.２７ 

(４) 交通安全市民運動の推進 P.２８ 

(５) 高齢者事故防止運動の推進 P.２８ 

(６) 反射材用品等の普及促進 P.３１ 

（７）交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 P.３２ 

 

第３章 交通安全の対策 

 

第１節 交通安全対策を進める視点 

  

本市は、平成２２年に交通事故件数及び死傷者数が前年より増加したもの

の、これまでは減少傾向が続いていることから、第１次から第９次までの交

通安全計画には一定の効果があったと考えられる。 

一方で、安全不確認や脇見運転等の安全運転義務違反に起因する死亡事故

が依然として多く、相対的にその割合は高くなっているほか、スマートフォ

ン等の普及に伴い、歩行中や自転車乗車中の操作による危険性も指摘されて

いる。 

そのため、従来の施策を継続するとともに、社会情勢等による新たな課題

を勘案し、第１０次神奈川県交通安全計画に基づき、①道路交通環境の整備

②交通安全思想の普及徹底③安全運転の確保④車両の安全性の確保⑤道路交

通秩序の維持⑥救急医療体制等の充実と推進⑦被害者支援の充実と推進⑧鉄

道交通の安全と踏切道における交通の安全といった８つの柱により交通安全

対策を実施する。 

また、実施に当たっては、次の視点を重視して交通安全対策を推進する。 

 

１ 高齢者及び子どもの安全確保 

本市では、平成２８年度の６５歳以上の人口割合は２３．８％となっ

ており、今後更に高齢化が進み、平成３２年度には、２６．１％に達す

ると見込まれている。 

こうした高齢化の進行に伴い、全交通事故件数に占める高齢者が関 
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係した交通事故の件数の割合が急増し、高齢者の死者数の割合も高い水

準で横ばい状態にある。 

今後も高齢化が進むことを踏まえると、高齢者が安全かつ安心して外

出したり移動したりできるような交通社会の形成が必要である。 

そのため、加齢に伴う身体機能の変化など多様な高齢者の実態を踏ま

えた、きめ細かな交通安全対策を進める。特に、高齢者が歩行中や自転

車乗車中に被害に遭うケースだけでなく、自動車運転者として加害者に

なるケースなど、高齢者の交通社会への関わりに応じた交通安全対策を

実施する必要がある。このほか、高齢者の社会参加を促進するため、交

通環境のバリアフリー化等を推進する。 

また、少子化の進行にも配慮し、安心して子どもを産み育てることの 

できる社会を実現するため、子どもを交通事故から守る観点に立ち、通

学路等における安全な歩行空間の整備等、交通事故防止対策に積極的に

取り組み、子どもの安全・安心を確保する必要がある。 

 

２ 歩行者及び自転車の安全確保 

安全で安心な社会の実現を図るためには、弱い立場である歩行者の安 

全を確保することが不可欠であり、特に、高齢者や子どもにとって身近

な道路の安全性の確保が求められている。 

こうした状況を踏まえ、人優先の考えの下、通学路、生活道路等にお

ける歩行空間の確保を進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進

する。 

また、本市の全交通事故件数のうち、３件に１件の割合で自転車が関

係する交通事故が発生しており、全交通事故件数に占める割合が高い。

自転車利用者は、自動車等と衝突した場合には被害を受ける反面、歩行

者と衝突した場合には加害者となるため、それぞれの立場での安全対策

を講じる必要がある。 

このため、自転車の安全利用を促進するためには、自動車や歩行者と

自転車利用者の共存を図ることができるよう、自転車の走行空間の確保

を進める必要がある。 

また、自転車利用者については、自転車の交通ルールに関する理解が 

不十分なこともあり、交通ルールやマナーの違反が目立つことから、交

通安全教育や広報啓発活動を充実させ、交通ルールの遵守とマナーの向

上を図る必要がある。 

さらに、交通安全施設、道路標示、歩道等の道路交通環境の整備を推

進する必要がある。 
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また、駅前等における放置自転車等については、歩行者の安全面や都 

市美観の阻害、消防や救急活動の障害、商店街への影響など、大きな社

会問題となっているため、効果的な放置自転車等対策を進める必要があ

る。 

 

３ 生活道路における安全確保 

生活道路における交通事故件数は、交通事故件数全体の約６４％を占

めており、地域住民の日常生活に利用される生活道路において、交通の

安全を確保することは重要な課題である。今後は、生活道路における自

動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備や安全な走行の普及等

の対策を講ずる必要がある。 

また、幹線道路から生活道路への流入を防止するため、幹線道路にお

ける交通安全対策等を推進し、生活道路における交通の安全を確保する

ための施策を推進する。 

 

４ 市民との連携・協働 

交通安全を地域に根ざした施策として効果的に展開するためには、市

民一人ひとりの交通安全意識の高揚と、市民や団体が自主的に行ってい

る様々な交通安全活動を市民運動として進めることが非常に重要である。  

そのため、各年代層を対象にした体系的な交通安全教育を実施すると

ともに、交通安全市民運動の中核組織である相模原市安全・安心まちづ

くり推進協議会を中心とした広報・啓発活動の充実などを図り、市民自

らが安全で安心な交通社会の構築へ参加できる仕組みを作ることが必要

となる。 

また、交通安全関係団体の支援等を通じて、交通安全活動を市民との

協働事業として展開し、市民との連携・協働による交通安全市民運動の

活性化を図る。 
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第２節 交通安全対策の施策 

 

１ 道路交通環境の整備  

道路交通環境の整備については、これまでも県公安委員会、道路管理

者等の関係機関が連携し、幹線道路と生活道路の両面で対策を推進して

きたところであり、いずれの道路においても一定の事故抑止効果が確認

されている。 

しかし、自転車が関係する事故、歩行者の死者数が多い状況であるこ

となどが社会的に問題になっていることから、歩行者や自転車が多く通

行する生活道路における安全対策をより一層推進する必要がある。 

このため、今後の道路交通環境の整備に当たっては、自動車交通を担

う幹線道路等と歩行者中心の生活道路の機能分化を進め、安全な道路空

間形成の推進に取り組むこととする。 

また、少子高齢化が一層進行する中で、子どもを事故から守り、高齢  

者や障害者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点

から、安全・安心な歩行空間が確保された「人優先」の道路交通環境整

備の強化を図っていくものとする。そのほか、道路交通の円滑化を図る

ため、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る公共交通

関連施策を推進する。 

 

（１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまでの交通安全対策は、主として「車中心」の対策であり、歩

行者の視点からの道路整備はいまだ十分とはいえず、生活道路への通

過交通の流入等の問題も依然として深刻である。 

このため、身近な生活道路等において、「人」の視点に立った交通安

全対策を推進する。 

    ア 生活道路における交通安全対策の推進                       

生活道路においては、関係機関と連携の下、総合的な事故抑止対

策を実施し、歩車が共存できる安全で安心な道路空間を創出するた

めの取組を推進する。 

      また、交通事故多発地点やスクールゾーン等において、交通事故

防止を目的とした啓発看板等の設置・促進を図る。 

 

イ 通学路等における交通安全の確保 

小学校周辺（概ね５００ｍ以内）の通学路等においては、歩道の

設置が困難な道路の路側帯をカラー化することにより運転者の視覚

及び視認性を向上させ、路側帯への車両の進入を抑制し、交通事故
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防止を図る。 

また、幼児・児童の通園及び通学の安全を確保するため、県公安

委員会と連携し、押ボタン式信号機、歩行者用灯器等の整備及び横

断歩道等の整備を促進する。 

さらに、継続的に通学路の安全対策に取り組むことを目的とした

「相模原市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校、ＰＴＡ、

地域住民、警察、行政機関等が連携し、通学路の安全点検など交通

安全対策を推進する。 

 

ウ 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備                        

高齢者や障害者等を含め全ての人が安全で安心して参加し活動で

きる社会を実現するため、駅、公共施設等の周辺における歩道の段

差・傾斜・勾配の改善などの整備を推進する。 

また、視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリア

フリーマップ等により、公共施設の位置や施設までの経路等を適切

に案内する手段を提供するよう努める。あわせて、音響式信号機や

歩車分離式信号機等のバリアフリー対応型信号機、歩行者等支援情

報通信システム（ＰＩＣＳ）の整備等についても県公安委員会に対

し、積極的な働きかけを行い、高齢者、障害者等の通行の安全を図

る。 

また、高齢者、障害者等の円滑な移動を阻害する要因となってい

る歩道や視覚障害者誘導用ブロック上等の自転車等の違法駐車につ

いて、撤去するとともに、防止啓発を推進する。 

 

エ 無電柱化の推進 

安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止

等の観点から、国の「無電柱化に係るガイドライン」に基づき無電

柱化を推進する。 

 

（２）幹線道路における交通安全対策の推進 

ア 事故危険箇所対策等の推進 

歩行者、自転車等の通行の安全及び自動車交通の安全で円滑な通 

行を確保するため、交通事故多発地点のうち緊急度の高い箇所につ

いて、道路標識等、カーブミラー、カラー舗装、道路照明灯、防護

柵、自発光式道路鋲等の交通安全施設を整備する。 

また、道路の構造及び交通の実態を勘案して、交通事故が発生す

る危険性の高い場所に県公安委員会と連携し、信号機及び高輝度

※4 ※5 

※6 びょう 
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化・大型化等判りやすさに配慮した交通標識の設置の促進や警戒標

識設置の推進を図る。 

 

イ 幹線道路における交通規制   

幹線道路の交通の安全と円滑化を図り事故防止対策を行うため、

道路の構造、交通安全施設等の整備状況、道路交通実態の状況等を

勘案しつつ、必要に応じ、効果的な交通規制を県公安委員会に要請

する。 

 

ウ 適切に機能分担された道路網の整備 

交通の安全を確保するため、幹線道路から生活道路に至るネット

ワークにおいて適切に機能が分担されるよう、道路の体系的整備を

推進するとともに、他の交通機関との連携強化を図った道路整備を

推進する。 

通過交通の排除と効果的な分散により、市街地における著しい混

雑、交通事故の多発等を防止するため、直轄国道の整備を促進し、

インターチェンジへ接続する県道５２号や津久井広域道路、国道（直

轄国道を除く。）、県道及び都市計画道路など、主要幹線道路の整備

を推進する。 

 

エ 改築等による交通事故対策の推進 

歩行者及び自転車利用者の安全や災害に備えた道路環境の改善を

図るため、歩道の新設や拡幅、既存道路の拡幅など、道路改良を推

進する。 

また、交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の

解消を図るため、交差点の改良や立体交差化等の整備を始め、鉄道

との立体交差化並びに踏切道の整備及び改良を推進する。  

   

（３）交通安全施設等整備事業の推進 

ア 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

歩行空間のバリアフリー化及び通学路の安全確保を図り、無電柱

化の推進、自転車通行環境の整備等による歩行者・自転車の安全な

通行空間の確保を図る。 

また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号。バリアフリー新法）に基づき指定した特定

経路を構成する道路において、バリアフリー対応型信号機の設置を

県公安委員会に要請するとともに、歩道の段差及び勾配の改善等、

※7 
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歩行空間のバリアフリー化を推進する。 

 

イ 交通安全施設等の計画的な維持管理 

交通安全施設の老朽化による機能低下は、事故抑止効果の低減に

つながることから、機能向上と既存の交通安全施設等の計画的な維

持管理に努める。 

 

ウ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路利用者の視点を生

かすことが重要であることから、地域住民、自治会、学校、ＰＴＡ

その他各種団体等の主体的な参加の下に実施する通学路等の点検を

支援するとともに、道路利用者等が日常感じている意見を道路交通

環境の整備に反映する。 

 また、交通安全は、住民の安全意識に支えられていることから、

安全で良好なコミュニティの形成を図るために、行政と市民の連携

による交通安全対策を推進する。  

     

エ 国際化社会に対応した道路交通環境の整備 

主要な幹線道路の交差点及び交差点付近における大型案内標識の

整備に当たっては、外国人にとって見やすく、分かりやすいローマ

字等の併用表示を取り入れるなど国際化の進展への対応を図る。 

 

（４）効果的な交通規制の促進 

道路における危険を防止し、安全で円滑な交通流の維持を図るため、

道路網全体の中で、それぞれの道路の社会的機能、構造、交通安全施

設の整備状況、交通流・量の状況等に応じた効果的な交通規制を県公

安委員会に要請する。 

ア 地域の特性に応じた交通規制  

市民等からの要望に対し、地域の交通実態等を踏まえ、良好な生

活環境の確保を図るため、主に、生活道路では一方通行、指定方向

外進行禁止等、通過交通を抑制する交通規制を、歩行者や自転車利

用者に供される道路では、歩行者用道路、車両通行止め等、歩行者

及び自転車利用者の安全確保を図る交通規制を県公安委員会に要請

する。 

 

イ 安全で機能的な都市交通確保のための交通規制 

路線バス等大量公共輸送機関の安全・優先通行を確保するための
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交通規制を県公安委員会に要請する。 

   

（５）自転車利用環境の整備 

ア 自転車通行環境ネットワークの形成 

安全で快適な自転車の通行環境を構築し、移動の利便性を高める

ため、市内の公共施設や観光施設などへのアクセス性、公共交通機

関との結節性等を考慮しながら、自転車利用が集中する幹線道路を

中心に、自転車道・自転車レーンの整備・拡充を図る。 

 

イ 歩行者・自転車の通行区分の明確化 

駅や公共施設などのアクセス路線などを中心に、自転車レーンの

設置や、車道に自転車通行位置を明示するなど、道路の状況に応じ

た手法により、歩行者・自転車の分離誘導を図る。 

 

ウ 自転車駐車場・駐車スペースの確保 

多様な駐車需要に対応するため、民間と連携を図りながら、将来

の駐車需要予測に基づく自転車駐車場・駐車スペースの確保を図る。 

     

（６）公共交通関連施策の推進 

交通需要が増加している状況の中で、道路交通の円滑化を図るため、

公共交通機関の利用や自動車利用の効率化を促進し、輸送効率の向上

や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント（ＴＤ

Ｍ）を推進する。 

公共交通機関の利用を促進するため、道路交通の混雑が著しい道路

について、バス専用（優先）レーン、公共車両優先システム（ＰＴＰ

Ｓ）等を整備することによりバスの定時運行を確立するほか、バス運

行情報の提供（バスロケーションシステム）、ノンステップバスの導 

入、バス停への上屋・ベンチの設置等の促進によりバス利用の活性化

を図る。 

また、鉄道・バス事業者による運行頻度及び運行時間の改善を通じ

て、マイカー利用から公共交通機関利用への転換を促す意識啓発とし

てモビリティ・マネジメント（ＭＭ）を推進するとともに、コミュニ

ティバス、乗合タクシーの導入により、交通不便地区における、高齢

者等移動制約者の安全な移動手段を確保し、円滑な道路交通の実現を

目指す。 

さらに、駅又はバス停までのアクセスの向上を図るため、パークア

ンドライド（Ｐ＆Ｒ）等を推進し、また各計画に基づき、自動車・自

※8 

※9 ※10 

※11 
※12 

※13 

※14 
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転車駐車場、駅前広場・ターミナル、自転車道及び歩行者道の整備等

を進め、交通結節機能を強化する。 

 

（７）災害に備えた道路交通環境の整備 

ア 災害に備えた道路の整備 

地震、豪雨等の災害が発生した場合においても、応急活動が迅速

に実施できるよう、安全で安心な生活を支える道路交通の確保を図

る。 

地震発生時の応急活動が迅速に実施できる道路網の確保のため、

緊急輸送道路にある橋りょうについて耐震対策を推進する。 

また、豪雨等の異常な天然気象に伴う落石や斜面崩壊などの土砂

災害を未然に防止するため、定期的な斜面調査や道路パトロールな

どの巡回点検を行うと共に、道路斜面等の災害防止対策を実施する。 

 

イ 災害発生時における交通規制 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）による通行禁止等

の交通規制を迅速かつ的確に行うため、被災地への車両の流入を抑

制するとともに、迂回指示・広報を行い、あわせて災害の状況、交

通規制等に関する情報を提供する道路情報提供装置等の整備を推進

する。 

  

（８）総合的な駐車対策の推進 

都市機能の維持及び増進に寄与するため、交通の状況や地域の特性

に応じた総合的な駐車対策を推進する。 

ア 秩序ある駐車対策の推進  

安全で円滑な道路交通を確保するため、道路及び交通の状況に応

じた駐（停）車禁止規制の実施と悪質性、危険性及び迷惑性の高い

違反に重点を置いた取締りを警察署に要請する。 

また、相模原市違法駐車等の防止に関する条例（平成１１年相模

原市条例第１１号。以下「違法駐車等防止条例」という。）により、

市民の安全で良好な生活環境を保持するため、市民及び事業者がそ

れぞれの責務を遂行するよう連携を強化する。 

なお、放置車両については、道路パトロールを実施するほか、所

轄警察署と協議し、放置車両所有者の調査等を進めるとともに、取

締りを警察署に要請するなど、放置車両の排除に努める。 

  

 

※15  
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イ 違法駐車対策の推進  

違法駐車等防止条例による違法駐車等防止重点区域においては、

違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を実施する。 

 

ウ 駐車場等の整備 

中心市街地や駅周辺地区において、将来の駐車需要予測と民間と

の適正な分担の下、駐車場整備計画などにより公共自動車駐車場を

確保するほか、相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条

例（昭和６２年相模原市条例第９号）、相模原市開発事業基準条例（平

成１７年相模原市条例第５９号）等により自動車駐車場の確保を図

る。 

 

エ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

違法駐車の防止、駐車場の利用促進等を図るための広報･啓発活動

を積極的に行うとともに、関係機関･団体等が密接な連携を図り、市

民の参加と協力を得ながら違法駐車を排除しようとする気運の醸

成・高揚を図る。 

  

（９）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

ア 道路交通情報の充実  

道路利用者に対し必要な道路交通情報を提供するため、道路情報

提供装置等の整備による提供体制の充実を図る。 

 

イ 道路の占用の適正化等  

（ア）道路の占用の適正化 

道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、

道路の占用の許可に当たっては、適正な運用を行うとともに、占

用物件等の維持管理の適正化について指導する。 

（イ）不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等について、市街地の実

態把握、指導等を重点的に行い、その排除に努めるとともに、不

法占用等の防止を図るための広報啓発活動を、沿道住民を始めと

する道路利用者に対し、積極的に実施する。 

（ウ）道路の掘返しの規制等 

道路の掘返しを伴う占用工事について、事故・渋滞を防止する

ため、施工時期や施工方法を調整するとともに、良好な歩行空間

の確保に努める。 

※16 
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ウ 子どもの遊び場等の確保 

子どもたちの路上での遊戯等による交通事故の防止と良好な生活

環境の整備を図るため、都市公園等の整備を推進する。 

 

エ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路構造の保全と交通の危険を防止するため、道路法（昭和２７

年法律第１８０号）に基づき、現地の状況に応じて迅速かつ的確に

通行の禁止又は制限を行う。 

また、特殊車両通行許可制度において、車両の寸法、重量等の最

高限度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止する

ため、制度の周知に努める。 

 

オ 地域に応じた交通の安全の確保 

交通の安全を確保するためには、地域住民のニーズ、道路の利用

実態、交通量の実態等を把握し、その特性に応じた道路交通環境の

整備を行うことが必要となる。 

このため、冬季に積雪や路面凍結が見られる地域においては、適

時適切な除雪や凍結防止剤散布を実施する。 

 

２ 交通安全思想の普及徹底 

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員

としての責任を自覚し、交通安全意識やマナーの向上に努め、相手の立

場を尊重し、他の人々や地域の安全に貢献できる良き社会人を育成する

上で、重要な意義を有している。 

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成 

長過程に合わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人ひとりが交通安

全の確保を自らの課題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要で

ある。 

また、人優先の交通安全思想の下、交通弱者に対する知識や思いやり

の心を育むとともに、交通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故の

被害者にも加害者にもならない意識を育てることが重要である。 

このため、交通安全教育指針（平成１０年国家公安委員会告示第１５

号）等を活用し、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフス

テージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行うとともに、高齢

化が進行する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図る。また、他

の世代に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、高齢

者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化するとともに、地域の

※17 
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見守り活動等を通じ、地域ぐるみで高齢者の安全確保に取り組む。 

特に、自転車利用者に対しては、交通社会の一員であることを考慮し、

自転車運転者講習制度の施行も踏まえ、自転車利用に関する道路交通の

基礎知識、交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させる。 

小学生、中学生及び高校生に対して、「生命尊重」、「遵法」、「思いやり」

の精神を基盤とした態度・行動が取れるように教育するとともに、ライ

フステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進する。 

また、学校においては、学習指導要領等に基づく関連教科、総合的な

学習の時間、特別活動及び自立活動など、教育活動全体を通じて計画的

かつ組織的に実施するよう努めるとともに、学校保健安全法（昭和３３

年法律第５６号）に基づき策定することとなっている学校安全計画によ

り、児童生徒等に対し、通学を含めた学校生活及びその他の日常生活に

おける交通安全に関して、自転車の利用に係るものを含めた指導を実施

する。障害のある児童生徒等に対しては、インクルージョンの理念に基

づき、人々の多様な在り方を相互に認め合える共生社会の形成に向けて

障害の特性等に配慮した交通安全教育を推進する。 

歩行者が被害者となる交通事故を減少させるため、他の取組と合わせ

て、歩行者が守るべきルール・マナーについての交通安全教育を推進す

る。 

交通安全教育・普及啓発活動については、国、県、市、警察、学校、

関係民間団体、地域社会、企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし、互

いに連携をとりながら、家庭、学校、職場を始め地域ぐるみの活動を推

進する。 

 

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

（ア）幼児に対する交通安全教育の目標 

幼児期の教育は、心身の発達段階に応じて、基本的な交通ルー

ルを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、

日常生活において安全に道路を通行するために必要となる基本的

な知識及び技能を習得させることを目標とする。 

（イ）地域における交通安全教育の推進 

地域においては、保護者を中心として、交通安全の「ひとこえ」

を幼児に掛けるなど、地域の教育力を生かした交通安全教育が行

われる環境づくりを促進する。 

（ウ）保育園、幼稚園等における交通安全教育の推進 

保育園、幼稚園等においては、家庭及び関係機関・団体等と連

※18 

※19 
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携を図りながら、交通安全教育を計画的かつ継続的に行う。これ

らを効果的に実施するため、視聴覚教材等の活用等を通して、分

かりやすい指導を実施するとともに、指導する人材の資質向上を

行う。 

また、幼児が集う施設等においても、幼児の保護者に対する交

通安全教室や遊びによる生活指導の一環としての交通安全教育を

推進する。 

 

イ 小学生に対する交通安全教育の推進 

（ア）小学生に対する交通安全教育の目標 

心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車の利

用者として必要な知識及び技能を習得させるとともに、道路及び

交通の状況に応じて安全に道路を通行するために、道路交通にお

ける危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力

を高めることを目標とする。 

（イ）小学校における交通安全教育の推進 

小学校においては、家庭、地域、関係機関・団体等と連携・協

力を図りながら、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心

得、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回

避、交通ルールの意味及び必要性について、交通安全教室等を活

用しながら、重点的に交通安全教育を実施する。 

 

ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 

（ア）中学生に対する交通安全教育の目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄、特に自転車で安全に 

道路を通行するために必要な知識及び技能を十分に習得させると

ともに、道路を通行する場合は思いやりをもって、自己の安全だ

けではなく、他の人々の安全に配慮できるようにすることを目標

とする。 

また、交通ルールとマナーの重要性と事故の責任の重さを訴え、

被害者にも加害者にもなることがないよう交通事故防止の意識啓

発を行う。 

（イ）中学校における交通安全教育の推進 

中学校においては、家庭、地域、関係機関・団体等と連携・協

力を図りながら、学校の教育活動全体を通じて、歩行者としての

心得、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、

交通法規の遵守、応急手当等について、交通安全教室等を活用し
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ながら、重点的に交通安全教育を実施する。 

また、中学生は暴走族に興味をもつおそれのある年齢層である

ため、暴走族加入防止を目的とした交通安全教育を実施する。 

 

エ 高校生に対する交通安全教育の推進 

   （ア）高校生に対する交通安全教育の目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄、特に自転車が車両で 

あるという基本認識の下、自転車の利用者及び二輪車の運転者と

して安全に道路を通行するために必要な知識及び技能を十分に習

得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自

他の生命を尊重するなど責任を持って行動することができる健全

な社会人を育成することを目標とする。 

また、交通ルールやマナーの重要性と事故の責任の重さを訴え、 

被害者にも加害者にもならないような交通事故防止の意識啓発を

行う。 

（イ）高等学校における交通安全教育の推進 

高等学校においては、家庭、地域、関係機関・団体等と連携・

協力を図りながら、学校の教育活動全体を通じて、自転車の安全

な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者とし

ての責任、暴走族加入防止、応急手当等について更に理解を深め

るとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得するこ

とが予想されることから、免許取得前の教育としての性格を重視

した交通安全教育を行う。 

また、交通事故を視覚的に体験することにより、交通安全意識

の高揚を図るため、スタントマンによる事故実演方式の交通安全

教室「スケアード・ストレイト」の実施を推進する。 

 

オ 成人に対する交通安全教育の推進 

（ア）成人に対する交通安全教育の推進 

成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転確保の観点

から、運転者としての教育を中心に行う。 

運転者教育は、子どもたちの模範となる意識を持ちながら、運

転者としての社会的責任の自覚、危険予測・回避能力を始めとす

る安全運転に必要な知識及び技術、交通事故被害者の心情等、交

通事故の悲惨さに対する理解並びに交通安全意識やマナーの向上

を目的に、広く広報啓発活動を展開する。 

また、自転車運転者講習制度の施行も踏まえ、自転車の交通ル
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ールや運転マナーに対する啓発活動を推進する。 

（イ）地域等における交通安全教育の推進 

地域においては、交通安全推進団体等のボランティア活動を促

進するほか、公民館等の社会教育施設においても交通安全教育を

推進する。 

 

カ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

（ア）高齢者に対する交通安全教育の目標 

高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う身体機能の変化が

歩行者又は運転者としての行動に及ぼす影響の理解と、安全に道

路を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の知識が

習得できることを目標とする。 

（イ）高齢者に対する交通安全教育の推進 

高齢者に対する交通安全教育を推進するため、高齢者自身への

教育とともに、市民に対する高齢者の行動特性の理解を推進する

教育を中心に行う。 

特に、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を対象に、関

係機関・団体等と連携し、地域での活動、家庭訪問等による個別

指導、公民館等での学習活動及び老人クラブ等での活動を通じて

交通安全教育を推進する。 

また、家庭において適切な指導・助言が行われるよう世代間交

流を推進するとともに、反射材用品の活用等交通安全用品の普及

を推進する。 

 

キ 障害者に配慮した交通安全教育の推進 

障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得

のため、手話通訳者や要約筆記者の派遣等、障害の程度に応じ、き

め細かい配慮をした交通安全教育を推進する。 

 

ク 外国人に対する交通安全教育の推進 

市内に居住又は市内で活動する外国人に対し、日本の交通ルール

やマナーに関する知識の普及啓発等を図るため、各種広報媒体を活

用した広報啓発活動を推進する。 

 

（２）効果的な交通安全教育の推進 

交通安全教育の実施に当たっては、受講者が、安全に道路を通行す

るために必要な技能及び知識を習得し、かつ、その必要性を理解でき
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るようにするため、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用す

る。 

また、交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情  

報を共有し、資機材の貸与、講師の派遣等相互の連携を図りながら、

交通安全教育を推進する。 

さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、  

利用する教材の見直しを行うなど、常に効果的な交通安全教育を実施

する。 

 

（３）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

ア 交通安全市民運動の推進 

（ア）関係機関・団体等との連携 

市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通

ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、

市民参加による取組を推進するため、関係機関・団体、地域、家

庭、学校等が相互に連携した交通安全市民運動を組織的かつ継続

的に展開する。 

（イ）交通安全運動の重点 

交通安全運動の重点としては､子どもと高齢者の交通事故防止、

シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底、夜間（特

に薄暮時）における交通事故防止、自転車・二輪車の安全利用の

推進、違法駐車・放置自転車等の追放、暴走族の追放、飲酒運転

の根絶等、市内の交通情勢に即した重点事項を設定し、各季にお

ける交通安全運動等を推進し、市民総ぐるみの運動として展開す

るよう、推進体制の強化を図る。 

 

イ 高齢者事故防止運動の推進 

(ア)高齢運転者等に対する啓発活動 

高齢運転者の増加や高齢者の社会参加の機会の増大・活発化に

より、今後も高齢者が関わる事故が増加することが懸念される。 

そのため、高齢者に対しては、加齢による身体特性の変化につ

いての自覚を促すとともに、交通ルールの遵守と交通マナーの向

上を促進するため、あらゆる機会を捉えた積極的な広報啓発活動

を展開する。 

また、運転免許証自主返納制度の周知や高齢運転者標識の普及

を促進するとともに、夜間の歩行中や自転車乗車中には視認性の

高い服装や反射材用品等の着用について呼び掛けていく。 
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(イ)高齢者を保護する気運の醸成 

高齢者が関係する交通事故を防止するために、高齢者を取り巻

く市民が、高齢者の行動特性等を理解し、高齢運転者標識を付け

た自動車や歩行中・自転車乗車中の高齢者への保護意識を高める

ように啓発を強化する。 

 

ウ 自転車の安全利用の推進 

（ア）自転車利用の啓発活動の推進 

自転車が道路を通行する場合は、自転車が車両であることや、

車両としてのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなけ

ればならないことを理解させる。自転車乗用中の交通事故や自転

車の安全利用を促進するため、「自転車安全利用五則」の活用など

により、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り

方に関する普及啓発等を「自転車マナーアップ運動」等を通じて

強力に推進する。 

（イ）交通安全教室等の充実 

自転車乗車中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するた

め、歩行者や他の車両に配慮した通行等の自転車の正しい乗り方

について、普及啓発を強化する。 

特に、自転車の歩道通行時におけるルールや、スマートフォン

等の操作や画面を注視しながらの乗車、イヤホン等を使用して安

全な運転に必要な音が聞こえない状態での乗車の危険性等につい

て周知・徹底を図る。 

また、関係機関・団体等と連携し、危険予知・予測能力を高め

る自転車シミュレーターや、交通安全教育の実践の場である鹿沼

児童交通公園を活用した交通安全教室を開催するとともに、民間

団体等のノウハウを生かした実践的な交通安全教室を実施するな

ど、交通安全教育を推進する。 

（ウ）加害事故等への広報啓発活動 

自転車利用者は、歩行者と衝突した場合には加害者となる側面

も有しており、交通に参加するものとしての十分な自覚・責任が

求められることから、自転車の加害事故への認識と対歩行者事故

における危険性などについて教育や広報啓発活動を推進する。 

また、近年、自転車が加害者になる事故に関し、高額な賠償額

となるケースもあり、こうした賠償責任を負った際の支払原資を

担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保険等へ

の加入を促進する。 
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（エ）自転車の乗車に対する広報啓発活動 

自転車の乗車中にあっては、夜間・薄暮時における点灯の徹底、

自転車側面等への反射材の取付け等を促進するとともに、幼児・

児童の保護者に対して、自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘル

メット着用による被害軽減効果についての理解促進を図り、関係

機関・団体と連携し、幼児・児童のヘルメット着用の徹底を図る

ほか、高齢者や中学・高校生等の自転車利用者に対し、ヘルメッ

トの着用を促進する。 

（オ）放置自転車等に対する啓発活動等 

自転車等の放置については、地域や関係機関との連携により、

放置防止に向けた指導・啓発を強化する。 

また、駅周辺などにおける安全な歩行空間の確保等を図るため、

相模原市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年相模原市条

例第２５号）に基づき放置自転車等の撤去を行う。 

 

エ 二輪車事故防止運動の推進 

本市の二輪車が関係する交通事故件数は、平成２７年には５８２

件で、全交通事故件数に占める割合は２０．９％であり、５件に１

件の割合で発生していることから、二輪車の安全運転に関する意識

高揚を図り、交通ルールの遵守や身体を守るプロテクターの着用促

進に向けた取組を行う。 

 

オ 飲酒運転根絶運動の推進  

飲酒運転がもたらす重大事故は、依然として後を絶たず、関係機

関・団体等が一体となって、飲酒運転事故の悲惨さや「ハンドルキ

ーパー運動」の普及啓発を図るなど、飲酒運転根絶運動を展開し、

飲酒運転を許さない社会認識を徹底することにより、飲酒運転事故

の防止を図るとともに、飲酒運転の取締りの強化を警察署に要請す

る。 

また、アルコール依存症に関する相談・指導及び支援等につなが

るよう、関係機関・団体が連携した取組を推進する。 

 

カ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用

の徹底 

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法についての理解を深

め、後部座席を含めた全ての座席における着用の徹底を図るため、

シートベルトコンビンサー等を活用した参加・体験型の交通安全教
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育を実施するなど、関係機関・団体等と連携し、普及啓発活動を実

施する。 

 

キ チャイルドシートの正しい使用の徹底 

チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について理解を

深め、保護者等に対する効果的な広報啓発活動を関係機関・団体等

と連携して実施することにより、正しい利用の徹底を図る。 

また、チャイルドシートを必要とする方々に情報が行き渡るよう

にするため、幼稚園・保育所等との連携や、母子健康手帳等の配布

物を通じ、正しい使用方法の周知徹底を図る。 

 

ク 反射材用品等の普及促進 

夕暮れ時から夜間における視認性を高め、歩行者及び自転車利用

者の事故防止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図るため、

積極的な広報啓発を推進するとともに、反射材用品等の視認効果、

使用方法等について理解を深めるため、関係機関・団体と協力し、

反射材用品等を扱ったイベントの開催や反射材用品等の配布を推進

する。 

反射材用品等は、全年齢層を対象として普及を図る必要があるが、

歩行中の交通事故死者数の中で占める割合が高い高齢者に対しては、

特にその普及を促進する。 

 

ケ 危険ドラッグ対策の推進 

（ア）危険ドラッグの危険性及び有害性の周知、キャンペーン等の推進 

市民に対する積極的な薬物乱用防止啓発活動を推進するため、

啓発キャンペーンにてリーフレットや啓発物品を配布し、危険ド

ラッグを含めた薬物の危険性等の周知活動を行う。 

（イ）薬物乱用防止教室の開催、薬物乱用防止講習会の開催 

神奈川県薬物対策推進本部が作成した「薬物乱用防止教育・啓

発プログラム」に基づき、神奈川県からの依頼を受けて学校等に

おいて薬物乱用防止教室を開催する。また、市内において、薬物

乱用防止の啓発活動等に携わっている関係者などに対して、薬物

乱用防止に関する知識及び情報を提供することを目的として薬物

乱用防止講習会を開催する。 

 

コ 効果的な広報の実施 

交通安全に関する広報については、交通事故等の実態を踏まえ、
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市広報紙・ホームページ、ポスター、チラシ、携帯端末、看板等の

あらゆる広報媒体を活用するとともに、各種会議等の機会を捉えた

情報発信を行い、関係機関・団体等と連携して広報を実施する。 

 

（４）交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 

交通安全を目的とした地域交通安全推進団体（交通安全協会、交通 

安全母の会等）の主体的な活動を支援するとともに、地域団体（自治

会、ＰＴＡ、老人クラブ、福祉団体等）については、それぞれの立場

に応じた交通安全活動が地域の実情に即して効果的かつ積極的に行わ

れるよう働き掛けを行う。 

そのため、交通安全対策に関する行政・民間団体等の連絡協議の場

である「相模原市安全・安心まちづくり推進協議会」の充実を図り、

全ての人が安全で安心して暮らし、活動できる相模原市の実現を目指

し、関係機関・団体等が一体となった交通安全に関する施策を、市民

総ぐるみの活動で展開する。 

 

（５）住民の参加・協働の推進 

交通安全は、市民意識に支えられていることから、市民自らが交通 

安全に関する自らの意識改革を進めることが重要である。 

そこで、交通安全思想を普及し、安全な地域社会の形成を図るため、

市、交通安全団体、民間企業等と市民が連携した中で、地域の実情に

即した身近な活動を推進し、市民の参加・協働を積極的に進めていく。 

このような観点から、安全で良好なコミュニティ形成を図るため、

地域が主体的に取り組む「安全・安心マップ」の作成の促進及び支援

を行う。 

 

３ 安全運転の確保 

安全運転の確保には、運転者の能力、資質及びマナーの向上を図るこ

とが必要となる。運転者は、歩行者や自転車に対する保護意識を持ち、

一人ひとりが交通法規を遵守し、安全運転意識の高揚を図る。 

 

（１）運転者教育等の充実 

安全運転に必要な知識及び技術の習得は、主として免許取得時に行

われるが、免許取得前から安全意識を醸成する交通安全教育の充実を

図るとともに、安全運転に必要な知識及び技術の維持向上を図るため、

免許取得後においても関係機関・団体等が連携し、各種講習会、交通

安全運動等あらゆる機会を通じて、生涯にわたり交通安全教育を充実
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させる。 

特に、自転車の安全運転については、学校、事業所、関係機関・団

体等に呼び掛け、小学生から高齢者までを対象とした参加・体験・実

践型の実技講習の開催を促進するほか、交通事故の防止を図るため、

交通安全教室を通じて、児童・生徒等に対する自転車の安全な乗り方

の指導を行う。 

 

（２）エコドライブ等の推進 

エコドライブは、ふんわりアクセル、加減速の少ない運転、早めの

アクセルオフ等の運転方法で、交通事故の低減や燃費の向上及び排出

ガス・二酸化炭素の排出抑制の効果があることから、安全運転の確保

と環境への負担を低減するため、事業所及び自動車運転者に対し、エ

コドライブの普及啓発活動を推進する。 

また、走行時に二酸化炭素を排出しない電気自動車（ＥＶ）や燃料 

電池自動車（ＦＣＶ）について、インフラの整備を進めることで、安

心して利用することのできる環境を整える。 

 

４ 車両の安全性の確保 

車両の安全性の確保は、交通事故防止を図るための重要な一因である

ことから、不具合に起因する事故等の可能性を減らすため、自動車使用

者や自転車利用者による適切な保守管理の徹底を促進する。   

 

（１）自動車の点検整備の充実 

自動車使用者の保守管理意識を高揚し、関係機関・団体等の協力の

下、定期点検整備等の保守管理の徹底を促進する。 

 

（２）自転車の安全性の確保 

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、自転

車利用者が定期的に点検整備をする意識や自転車の正しい利用方法等

の指導を受ける気運を醸成するとともに、点検整備に賠償責任保険が

付帯されるＴＳマークの普及を促進する。 

さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、ライトの設置及 

び点灯の徹底と反射材の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を

図る。 

 

 

 

※20 
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５ 道路交通秩序の維持 

交通事故を防止するために、交通指導・取締りや交通安全パトロール

等を通じ、道路交通秩序の維持を図る。 

 

（１）交通の指導・取締りの強化等 

交通事故実態等を踏まえ、死亡事故等重大事故に直結する悪質性、

危険性及び迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りの強化を

警察署に要請するとともに、関係機関・団体等と連携し、事故防止の

ための啓発活動を実施する。 

また、本市においては、自転車の関係する交通事故の全交通事故に

対する割合が非常に高いことから、自転車利用者に対しては、無灯火、

二人乗り、信号無視、歩行者妨害、携帯電話の使用等の違反について、

取締りの強化を警察署に要請するとともに、市民、関係機関・団体等

と連携し、自転車利用者のマナーアップのための広報啓発活動を積極

的に推進する。 

 

（２）安全・安心パトロール等の強化 

防犯交通安全指導員による青パトカー（青色回転灯装備車両）を使

用した安全・安心パトロールとともに、毎月２０日の「市民交通安全

の日」に、通学路における安全・安心パトロールを実施する。 

また、通学路については、学校、ＰＴＡ、地域住民等が主体的に行

う通学路安全点検や交通安全活動を支援するとともに、特に車両の通

行が多く信号機の設置されていない横断箇所等に学童通学安全指導員

を配置するほか、子ども安全見守り活動団体等地域のボランティアの

協力を得て街頭指導の充実を図る。 

 

６ 救急医療体制等の充実と推進 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめる

ため、救急医療機関、消防機関等の一層の連携及び協力関係や応急手当

等の普及啓発活動等を推進することにより、救急医療体制等の充実を図

る。 

    特に、傷病者の救命率の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬

送途上において、救急救命士等が実施する応急処置の充実・強化を図る

ほか、バイスタンダー（現場に居合わせた人）による応急手当の普及啓

発を推進する。 

 

 

※22 

※21 
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（１）救急体制の充実・強化と推進 

ア 救急体制の充実・強化 

傷病者の救命率の向上を図るため、高度な救命処置ができる救急

救命士の養成・配置を推進し、救急現場又は搬送途上における応急

処置等の充実に努める。特に医師の指示又は指導・助言の下に救急

救命士を含めた救急隊員が行う応急処置等の質を確保するメディカ

ルコントロール体制の充実・強化を図る。 

さらに、大規模な交通事故等、多数の負傷者が発生する大事故に

備え、集団救助・救急体制を強化し、負傷者が多数発生した事故等

の発生時に迅速かつ的確な対応を図る。 

 

イ 応急手当の普及啓発の推進 

現場におけるバイスタンダーによる応急手当により、救命効果の

向上が図られることから、心肺蘇生法及び自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）の使用などの応急手当について、消防機関等が行う講習会等、

普及啓発活動を推進する。 

 

ウ 救急救命士、救急隊員の教育訓練の充実 

メディカルコントロール体制の下、救急活動において、救急隊員

が実施した救命処置の適正性や医学的判断について検証医師によっ

て事後検証を行い、その結果を今後の救急活動や救急救命士の再教

育研修時に活用し、複雑多様化する救急事象に対応するため、教育

訓練を充実し、救急隊員の知識及び技術の向上を図る。 

 

（２）救急医療機関等との緊密な連携の推進 

救急医療機関と消防機関及び救急医療機関相互の一層の連携及び協

力関係の推進により交通事故による負傷者の迅速かつ円滑な収容を図

る。 

 

７ 被害者支援の充実と推進 

交通事故被害者又はその家族及び遺族（以下「交通事故被害者等」と

いう。）は、交通事故によりかけがえのない生命を絶たれたり、肉体的、

精神的又は経済的に大きな打撃を受けており、交通事故被害者等を支援

することは、極めて重要である。 

交通事故被害者等の支援を充実するため、犯罪被害者等基本法（平成

１６年法律第１６１号）に基づき設置した本市の犯罪被害者等相談窓口

を更に広く市民に周知するとともに、交通事故被害者等からのニーズに



36 

 

対応できる相談体制の充実を図る。 

 

（１）交通事故相談活動 

県、関係機関・団体等との連携を密にし、交通事故被害者等からの

相談に適切に応じられるよう、弁護士による交通事故相談事業の円滑

な運営を図る。 

 

（２）交通事故被害者等に対する支援 

交通遺児及び交通遺児家庭の福祉増進を図るため社会福祉法人相 

模原市社会福祉協議会等が交通遺児家庭に支給する見舞金制度や、交

通遺児の修学の安定を図るため交通遺児関係団体が実施する奨学金制

度等の周知を推進する。 

さらに、かながわ犯罪被害者サポートステーションと連携の強化を

図り、交通事故被害者等のニーズに対応した効果的で円滑な支援活動

を推進する。 

 

８ 鉄道交通の安全と踏切道における交通の安全 

（１）鉄道交通の安全 

鉄道における運転事故は、長期的には減少傾向にあるが、事故等に

よる輸送障害が一度発生すれば、利用者の利便に重大な支障をもたら

すおそれがある。 

このため、鉄道事業者に対し、利用者等の関係する事故を未然に防

止するため、鉄道施設等の安全性の向上や安全な運行を要請し、効果

的な対策を促進する。 

 

（２）踏切道における交通の安全 

踏切事故は、死傷者を生ずるだけでなく、鉄道運行にも重大な支障

をもたらすものである。また、踏切利用者や通行車両などの円滑な交

通を確保するため、改良すべき踏切道がなお残されている現状がある。

このため、施設面での踏切事故防止対策を図るとともに、踏切道利用

者に対する安全意識の向上を図るため、交通安全教育を行う。 

また、踏切道における交通安全対策については、立体交差化及び構

造改良、踏切保安設備の整備、カラー舗装等の対策を講じることによ

り、交通の円滑化につながることから、踏切の状況等を勘案しつつ、

より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進する。 
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連携 

第４章 計画の推進体制 

 

本計画の推進に当たっては、市民、関係機関・団体、事業者等と市が連携し、

一体となって施策の推進を図っていく必要がある。このため、次の推進体制を

構築し、計画を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国（内閣府） 

・神奈川県 

・公安委員会 

・県警察本部 

神奈川県交通安全対策会議 
神奈川県交通安全対策協議会 

225関係機関・団体 

中央交通安全対策会議 交通対策本部 

 

関係課で構成する交通安全対策推進会議を設置 

 ※ 市民局、福祉部、保険高齢部、道路部、まちづくり計画

部、まちづくり事業部、環境共生部、教育委員会、消防

局、区役所などの関係課で組織 

年２回の会議にて、進捗状況の確認と、今後の取組内容の検討 

 

 

 

※ 交通安全協会、安全運転管理者会、交通安全母の会、 

自治会、各警察署など、129関係機関・団体で構成 

 

 

 

相模原警察署 

相模原南警察署 

相模原北警察署 

津久井警察署 

相模原市警察部 

 

市 民 
相互連携・協力 

国 

神奈川県 

相模原市 

警察関係 

市 庁内組織 

推進組織 

相模原市安全・安心まちづくり推進協議会 

協議会内の交通安全計画推進部会に報告 

周辺 

自治体 

 

事業者等 
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用語解説 

（アンダーラインを引いた用語の解説です。また、最初に用語が使用された時のみ、アンダーラ

インを引きました。） 

 

※1 第１当事者 最初に交通事故に関与した車両等の運転者又は歩行者のう

ち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同

程度の場合には、人身損傷程度が軽い者 

※2 スケアード・ストレイト スタントマンによる自転車と自動車、人と自動車などの交通

事故を実演方式で、学習者にひやり・ハッとする場面を体験さ

せることを通じて、交通安全意識の高揚を図る事業 

※3 高齢運転者標識 ７０歳以上の運転者が普通自動車を運転する際に車両の前面

と後面につける標識 

※平成２３年２月からデザインが変更され、形状としては

「四つ葉のクローバー」をモチーフとしており、「四つ葉」

に相当する部分が４色に塗り分けられている。 

※4 カーブミラー 見通しの悪い交差点等で、他の車両又は歩行者を確認するた

めの鏡 

※5 カラー舗装 路面の着色により視認性を強調するための舗装 

 

※6自発光式道路鋲
びょう

 交差点、カーブ等で車両のドライバーに注意を喚起するため

に、交差点の中心又は縁石等に設ける太陽電池を利用した発光

鋲
びょう

 

※7高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する

法律（バリアフリー新法） 

高齢者、障害者（身体障害者、知的障害者、精神障害者及び

発達障害者を含む全ての障害者）、妊婦、けが人などの移動や

施設利用の利便性及び安全性の向上を促進するために、平成１

８年１２月に施行された法律 

※8 交通需要マネジメント

（ＴＤＭ〔Transportation 

Demand Management〕） 

自動車利用者の交通行動の変更を促すことにより、自動車利

用を抑制し、道路混雑緩和を図る交通需要管理政策 

※9 バス専用（優先）レーン 一般道路において、バス専用（優先）としている車線 
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※10公共車両優先システム 

（ＰＴＰＳ〔Public 

Transportation Priority 

System〕） 

公共車両の道路通行を円滑にするための各種システム 

※狭義には、路線バス等の進路上にある交通信号機を制御し

て、青信号時間の延長や赤信号時間の短縮を行うシステム 

路線バス等の車載器が発信する情報を、交通信号制御シス

テムに接続された道路上の光ビーコンが受信することで、車

両の接近を検知する。広義には、バス優先レーンの設定等も

含む。 

※11モビリティ・マネジメン

ト（ＭＭ〔Mobility 

Management〕） 

多様な交通施策を活用し、過度に自動車に頼る状態から公共

交通機関や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的に転

換していくことを促す取組 

※12 コミュニティバス 地方自治体などが主体となり、交通不便地域の解消、高齢者

の外出促進などを目的として運行するバス 

※本市では、交通不便地区における高齢者等移動制約者の生

活の確保及び民間事業者によるバス路線網の補完を目的と

して、運行している。 

※13 乗合タクシー 定められた路線、運賃、運行時刻で不特定多数の乗客を輸送

する公共交通のうち、バスより小型の車両で運行するタクシー 

※本市では、集落が点在して需要が少なく、バス車両では運

行が困難な津久井地域において、ワゴン型等の車両を使い、

需要応答型（予約に応じて運行）の区域運行としている。 

※14 パークアンドライド

（Ｐ＆Ｒ〔Park and Ride〕） 

駅又はバス停まで自家用自動車や自転車を利用し、駅等の周

辺に設けられた駐車場に駐車・駐輪して、鉄道やバスに乗り継

ぐ移動形態 

※15 緊急輸送道路 

 

災害発生時の緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車国道、

一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事等が指定する防

災拠点を相互に連絡する道路で、各県において緊急輸送道路ネ

ットワーク計画の見直しを目的とした協議会で審議され、県防

災会議の承認を経て指定される道路 

※16 違法駐車等防止重点区

域 

相模原市違法駐車等の防止に関する条例に基づき指定された

区域で、啓発活動を行うとともに、警察による指導取締りを強

化し、違法駐車等の防止が重点的に行われる区域 

※17 特殊車両通行許可制度 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、一定

の寸法や重量を超過する車両の通行に当たっては、事前に行う

申請に基づき、必要な条件を附して許可する制度 
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※18 インクルージョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりがユニークな存在で違っていることがすばらしい

ことであるという基本的理念に基づき、差別・分別することな

く、全ての人を包含（インクルージョン）して、地域の中や通

常の小・中学校の中で一人ひとりのユニークさに対応できるよ

うに社会・学校の変革を目指す考え方 

※統合（インテグレーション）に代わって唱えられるように

なった障害のある人たちへの社会的対応の新しい概念で、教

育の分野では「統合教育」に代わって「インクルージョン教

育」と呼ばれる。 

※19 共生社会 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかっ

た障害者等が積極的に参加・貢献していくことができる社会 

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在

り方を相互に認め合える全員参加型の社会 

※20 ＴＳマーク 自転車安全整備店の自転車安全整備士が点検整備し、道路交

通法に規定する普通自転車であることを確認して貼付するマー

ク 

※傷害保険及び賠償責任保険が付帯されている。 

※21 学童通学安全指導員 通学時における児童の安全確保を図るため、特に車両の通行

が多く信号機が設置されていない横断箇所等で交通安全指導を

行う者 

※22 救急救命士 厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、

医師の指示の下に救急救命処置を行うことを業とする者 
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